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○ 大学の概要 

（１） 現況 

   ① 大学名 

国立大学法人大分大学 

    

② 所在地 

大学本部    大分県大分市 

挾間キャンパス 大分県由布市 

王子キャンパス 大分県大分市 

    

③ 役員の状況 

学 長 ： 北野正剛（平成 27 年 10月 1 日～令和元年 9月 30日） 

理事数 ： 5 名 

     監事数 ： 2 名（非常勤 1 名を含む。） 

    

④ 学部等の構成 

     学部  ： 教育学部  

           経済学部 

           医学部 

           理工学部 

                      福祉健康科学部 

     研究科 ： 教育学研究科 

           経済学研究科 

           医学系研究科 

           工学研究科 

           福祉社会科学研究科 

    

⑤ 学生数及び教職員数 

     学生数 ： 学部学生数    4,957名（30名） 

           大学院生数      639名（49名） 

教員数 ：            627 名 

     職員数 ：          1,311名 

 

 

 

      

（２） 大学の基本的な目標等 

 

本学は大分大学憲章に則り、国際化が進む社会及び地域のニーズに的確に対応
できる豊かな創造性、社会性及び人間性を備えた人材を育成するとともに、大
分県唯一の国立大学として「大分創生」を目指し、これまでに蓄積してきた知
的資源を最大限に活用した教育・研究・医療・社会貢献活動を積極的に展開し、
もって地域活性化のための「知」の拠点としての機能の高度化を推進する。 

 

１）社会が求める高い付加価値をもった人材の養成 

 

能動的な学修を通して高い専門的知識を修得するとともに、グローバルかつイ
ンクルーシブな視野をもって自立的・創造的に社会に貢献し、次世代を生き抜
く力を持った人材育成を行う。同時に今後の 18 歳人口の推移等に留意しつつ、
時代や社会のニーズ等を踏まえた不断の大学改革と教育研究組織の見直しを行
う。 

 

２）「知」の拠点としての機能の高度化 

 

大分県を中心とした地域との産学官連携等を深化させ、本学が持つ教育の研究
成果や様々な資源を活用し、社会にイノベーションをもたらすような「地域に
おける知の創造」の実現を図る。 

独創的・先進的な研究分野においては世界に通じる研究拠点を形成するととも
に、研究成果を社会に還元する。医療分野においては、幅広い専門知識を有し
た医療人、医学研究者を育成するとともに、高度先進医療を展開することを通
じて、地域における拠点としての役割を果たす。 

 

３）新時代のガバナンス体制の構築による戦略的大学経営の実現 

 

社会情勢に的確かつ迅速に対応することにより、大学としての社会的責務を果
たすとともに、戦略的な経営を進めていくために、学長のリーダーシップが発
揮できる運営体制の確立とそれを支える人材の育成、並びに安定した財政基盤
の構築を目指す。また、女性教職員の活躍推進を図るなど、ダイバーシティ社
会を実現する大学経営を目指す。 
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国立大学法人大分大学 機構図（平成３１年３月３１日） 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

全学研究推進機構 

産学官連携推進機構 

ＣＯＣ＋推進機構 

国際教育研究推進機構 

福祉科学研究ｾﾝﾀｰ 

高等教育開発ｾﾝﾀｰ 

アドミッションセンター 

減災・復興ﾃﾞｻﾞｲﾝ教育研究ｾﾝﾀｰ 

【総務部】 

総務課，企画課，人事課 

【研究・社会連携部】 

 研究・社会連携課，国際交流課， 

 学術情報課(情報化推進室) 

【財務部】 

 財務課，経理課，施設企画課， 

 施設管理課 

【学生支援部】 

 教育支援課，学生支援課，キャリア支援課，  

 入試課  

【医学・病院事務部】 

 総務課，経営管理課，学務課，医事課 

 

 教育学部事務部 

 経済学部事務部 

 理工学部事務部 

 福祉健康科学部事務部 

 業務支援室 

 新 所管替 改編 名称変更 

国立大学法人大分大学 

監事 

学長 

学長室 

 理事(常勤 5名) 

 副学長 8名(理事兼務 3名) 

学長補佐 3名 

学長特別補佐 2名 
役員会 

経営協議会 

教育研究評議会 

戦略会議 

人事政策会議 

評価委員会 

監査室 

事務局 

大分大学 

学部 

教育学部 学校教育教員養成課程 

附属学校園 

経済学科 

経営ｼｽﾃﾑ学科 

地域ｼｽﾃﾑ学科 

社会ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ学科 

医学部 
医学科 

看護学科 

附属医学教育ｾﾝﾀｰ 

附属地域医療学ｾﾝﾀｰ 

附属先端分子ｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 

附属病院 30診療科 

中央診療施設 

特殊診療施設 

薬剤部 

看護部 

医療技術部 

理工学部 創生工学科 

共創理工学科 

【修士課程】 

  学校教育専攻 

【専門職学位課程】 

教職開発専攻 

【博士前期課程】 

  経済社会政策専攻 

  地域経営政策専攻 

【博士後期課程】 

 地域経営専攻 

【修士課程】 

  医科学専攻 

  看護学専攻 

【博士課程】 

  医学専攻 

【博士前期課程】 

工学専攻 

【博士後期課程】 

  工学専攻 

【修士課程】 

  福祉社会科学専攻 

運営会議 

理事(常勤 5名) 

各理事 

複数の部門会議 

 

附属臨床医工学ｾﾝﾀｰ 

教育学研究科 

経済学研究科 

医学系研究科 

工学研究科 

福祉社会科学研究科 

大学院 

附属教育実践総合ｾﾝﾀ  ー

経済学部 

福祉健康科学科 福祉健康科学部 

附属幼稚園 

附属小学校 

附属中学校 

附属特別支援学校 

図書館 

医学図書館 

情報基盤ｾﾝﾀｰ 

医学情報ｾﾝﾀｰ 

学術情報拠点 

学内共同研究施設 

保健管理ｾﾝﾀｰ 
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国立大学法人大分大学 機構図（平成３０年３月３１日）
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

【総務部】 

総務課，企画課，人事課 

【研究・社会連携部】 

 研究・社会連携課，国際交流課， 

 学術情報課(情報化推進室) 

【財務部】 

 財務課，経理課，施設企画課， 

 施設管理課 

【学生支援部】 

 教育支援課，学生支援課，キャリア支援課，  

 入試課  

【医学・病院事務部】 

 総務課，経営管理課，学務課，医事課 

 

 教育学部事務部 

 経済学部事務部 

 理工学部事務部 

 福祉健康科学部事務部 

 業務支援室 

 新 所管替 改編 名称変更 
国立大学法人大分大学 

監事 

学長 学長室 

 理事(常勤 5名) 

 副学長 8名(理事兼務 3名) 

学長補佐 3名 

学長特別補佐 2名 

役員会 

経営協議会 

教育研究評議会 

戦略会議 

将来計画会議 

人事政策会議 

評価委員会 

監査室 

事務局 

大分大学 

学部 

教育学部 学校教育教員養成課程 

附属学校園 

経済学科 

経営ｼｽﾃﾑ学科 

地域ｼｽﾃﾑ学科 

社会ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ学科 

医学部 
医学科 

看護学科 

附属医学教育ｾﾝﾀｰ 

附属地域医療学ｾﾝﾀｰ 

附属先端分子ｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 

附属病院 30診療科 

中央診療施設 

特殊診療施設 

薬剤部 

看護部 

医療技術部 

理工学部 
創生工学科 

共創理工学科 

【修士課程】 

  学校教育専攻 

【専門職学位課程】 

教職開発専攻 

【博士前期課程】 

  経済社会政策専攻 

  地域経営政策専攻 

【博士後期課程】 

 地域経営専攻 

【修士課程】 

  医科学専攻 

  看護学専攻 

【博士課程】 

  医学専攻 

【博士前期課程】 

工学専攻 

【博士後期課程】 

  工学専攻 

【修士課程】 

  福祉社会科学専攻 

運営会議 

理事(常勤 5名) 

各理事 

複数の部門会議 

 

附属臨床医工学ｾﾝﾀｰ 

教育学研究科 

経済学研究科 

医学系研究科 

工学研究科 

福祉社会科学研究科 

大学院 

附属教育実践総合ｾﾝﾀ  ー

経済学部 

福祉健康科学科 福祉健康科学部 

附属幼稚園 

附属小学校 

附属中学校 

附属特別支援学校 

図書館 

医学図書館 

情報基盤ｾﾝﾀｰ 

医学情報ｾﾝﾀｰ 

全学研究推進機構 

産学官連携推進機構 

ＣＯＣ＋推進機構 

国際教育研究ｾﾝﾀｰ 

福祉科学研究ｾﾝﾀｰ 

高等教育開発ｾﾝﾀｰ 

入学企画支援ｾﾝﾀｰ 

減災・復興ﾃﾞｻﾞｲﾝ教育研究ｾﾝﾀｰ 

学術情報拠点 

学内共同研究施設 

保健管理ｾﾝﾀｰ 
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○ 全体的な状況 

はじめに 

大分大学は、第３期中期目標期間に取り組むべき課題と方針を、『大

分大学ビジョン 2015』として策定した。 

地方の時代、地方の創生が我が国の最も重要な課題とされる中、大分

県とそれを取り巻く地域が抱える課題に向けた取組に対して中核的拠

点である大分大学が最大限のコミットメントを行う。これを達成するた

め、「社会が求める高い付加価値を持った人材の養成」「地（知）の拠点

としての機能の高度化」「新時代のガバナンス体制の構築による戦略的

大学経営の実現」の３つを大分大学のビジョンとして掲げ、次の観点か

らその実現を図っている。 

・自立的・創造的に社会に貢献し、次世代を生き抜く力を持った人材の

育成を行う。 

・時代や社会のニーズ等を踏まえた不断の大学改革・教育研究組織の見

直しを行う。 

・人口減少・超高齢化社会を見据え、中核的拠点として、地域の教育・

福祉・医療・産業などの各分野における課題解決に貢献する。 

・これまでの産学官連携等の地域との連携を深化させ、本学が持つ教育・

研究成果や様々な資源を活用し、社会にイノベーションをもたらすよ

うな「地域における知の創造」の実現を図る。 

・大学としての社会的責務を果たすための戦略と組織を構築し、高度な

経営を進めていく。学長のリーダーシップの下、迅速かつ的確な組織

としての意思決定を実現するため、新たなシェアードガバナンスを構

築する。 

・ダイバーシティ社会を実現する大学運営を目指し、女性教職員の活躍

推進を図る。 

具体的な取組は、このビジョンに即して、その実現を図っている。 
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１．教育研究等の質の向上の状況 

≪「大分大学国際フロンティア教育プログラム」の開設≫【1-2】 

海外協定校への長期留学が困難な学生を主な対象者に、キャンパスにい

ながら多文化共生能力を身に付けるグローバル人材の育成を目的として、

新たに『大分大学国際フロンティア教育プログラム』を開設した。平成 30

年度は「英語力向上を目的とした科目」を６科目、「多文化共生の視点か

ら専門分野を学ぶ科目」を 25 科目、「海外短期語学・文化研修科目」を

12 科目の計 43 の科目を開講し、延べ 676 名(内訳 前期 296 名、後期 380

名)の学生が履修し、そのうち日本人学生の履修学生数は 304 名（内訳 前

期 103名、後期 201名)であった。世界各国の外国人留学生とともに修学す

ることによって、日本人学生は英語力の向上のみならず、グローバル社会

に対応する知識、実学やコミュニケーション力を身に付けることができた。

令和元年度以降は履修要件を満たした学生を対象に修了証を授与する。 

 

≪能動的な学修を取り入れた授業の推進≫【3】 

能動的学修（アクティブ・ラーニング）を取り入れた授業比率を高める

ため、授業科目ごとにアクティブ・ラーニングの実施内容を表記できるよ

うに教務情報システムのシラバス様式を改訂し、令和元年度のシラバスか

ら新様式に移行できるようにした。 

また、シラバスへのアクティブ・ラーニング内容の記載に向けて、シラ

バス作成の手引き（ガイドライン）の冊子を作成し、シラバスの改訂に伴

う説明会を全学部で実施し、能動的な学修を取り入れた授業を推進するた

めに、以下の研修会を開催した。 

・「新任教員 FD 研修会『大分大学の教育』」（平成 30年４月 26日） 

・「FD 研修会『Moodle 研修会（活用編）』」（平成 30年７月 18日） 

・「FD 研修会『eポートフォリオシステムを活用した看護学教育』」 

（平成 30年７月 24日） 

・「COC+大分県内大学等合同 FD・SD研修会」（平成 30 年８月１日） 

・「FD 研修会『授業デザイン・シラバス作成ワークショップ』」（平成 30

年 10 月 31日） 

・「学生教職員合同研究会きっちょむフォーラム 2018『学生の正課外活

動での学習とその効果』」（平成 30年 12 月５日） 

・「教員相互の授業参観（FD）」（平成 30年 12 月～平成 31 年１月） 

・「第 1回大分合同 F D･S Dフォーラム『地域の大学間連携による FD･SD 

を成功させるために』」（平成 31 年２月 22 日） 

これらの取組の結果、各学部の専門科目における能動的学修（アクティ

ブ・ラーニング）を取り入れた授業比率は、94.1％～100％となっている。 
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≪各研究科の求める教養科目の構成要素の決定≫【8-2】 

大学院における教養教育を構成する要素として、「大分大学大学院におけ

る高度な教養教育に係る能力・資質の育成について」を定め、それに基づ

き実施形態を確認し、各研究科の求める 8 つの教養科目の構成要素を決定

した。 

①自ら課題を発見し設定する力 

②自ら仮説を立て課題を解決する方法等を構築する力 

③自らの研究分野以外の幅広い知識 

④研究の成果等を他者に伝え他者と協調して思考するためのコミュニケ

ーション能力 

⑤外国語における言語能力・国際理解を含む国際性 

⑥研究倫理や職業的専門領域における職業的倫理を含む倫理観 

⑦生涯にわたって学び続ける力 

⑧学びなおしに際して新たな領域・分野への導入展開に資する教育 

 

≪低学年向けプログラムの充実と、学内セミナーの参加企業数増加≫【11】 

従来の個別企業説明会や低学年も参加可能な「シゴト発見フェスタ」、「イ

ンターンシップフェア」を実施するとともに、エリア別就職者数を分析し、

「COC+・大分県 業界研究セミナー」及び「県内企業魅力発見セミナー」等

の事業を実施した結果、学内開催セミナー等への参加企業総数は 552 社と

なり、第２期中期目標期間末（平成 27 年度末）の 339社と比較して 213社

（62.8％）の増加となり平成 30 年度目標計画数 12％（380 社）以上を達成

した。 

 

≪新たな正課外活動の支援による正課外活動の活性化≫【12-1】 

平成 29年度に策定した福利厚生施設・課外活動施設整備活用計画に基づ

き、平成 30 年度も整備を行うとともに、課外活動施設の老朽化等の状況を

調査し、同整備活用計画を更新した。 

学生支援部門会議において、学生災害ボランティア隊の組織化を了承し、

20 名の学生が学生災害ボランティア隊に登録した。 

また、減災・復興デザイン教育研究センター（CERD）が主催した「応急

手当普及員講習会」には 13 名の学生が受講し、応急手当普及員として心肺

蘇生等の指導を行う資格を得た。 

さらに、年間のボランティア活動実績が顕著な学生に個人表彰を行う「ボ

ランティア活動個人顕彰」の制度を導入し、平成 30年度は４名の学生を顕

彰することとした。この制度の導入により、学生の更なる社会貢献意識向

上が期待される。 

 

≪社会福祉士国家試験で合格率全国 1位≫ 

２月３日に行われた第 31 回社会福祉士国家試験において、受験者総数

（新卒・既卒）の全国平均合格率が 29.9％のところ、本学は合格率 89.2%

を達成し、はじめて総数で全国 1 位となった。なお、例年合格率上位を達

成し続けている新卒者は、今回も 97.0％（受験者数 33 名，合格者数 32 名）

の好成績であった。 

本学は、厚生労働省が各大学の合格率の公表を開始した 2006 年度（第

19 回試験）以降、継続して高い合格率と多数の合格者を記録しており、２

月２、３日に行われた第 21 回精神保健福祉士国家試験においても、受験者

５名（新卒）全員が合格し、６年連続して合格率 100％を達成した。 

教育学部への改組により教育福祉科学部最後の卒業生となった学生は、

最終年を素晴らしい成果で締めくくることができ、この伝統は、今後、福

祉健康科学部生に引き継がれる。 
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≪科研費、競争的資金の獲得に繋がる研究の支援≫【17-1】 

重点領域研究を推進し、大学の強み・特色をより明確にするためのプロ

ジェクト、さらに他に類を見ない新しい発想の芽生えや今後の大型研究費

の獲得に繋がる研究を推進することを目的に学長戦略経費重点領域研究推

進プロジェクトの公募を行い、研究費を配分し、外部資金の獲得に繋がる

研究を支援するとともに、基盤研究（Ｂ）へのステップアップを希望する

研究者を対象に学長戦略経費による支援を行った。 

  平成 30 年度は、国立研究開発法人科学技術振興機構（JST）の研究成果

展開事業大学発新産業創出プロジラム（START）（最長３年、年３千９百万

円）に理工学部共創理工学科応用化学コースの衣本太郎准教授を代表者と

して申請した課題が採択された。 

科研費の新規採択率は平成 30 年度は 22.1%で、第２期中期目標期間末の

平成 27年度（20.6%）から順調に増加している。また、医学部においては、

国立研究開発法人日本医療研究開発機構（AMED）との受託研究を 26件（契

約金額１億８千６百万円）（新規２件、継続 24件）（代表５件、分担 21件）

締結しており、本学における外部資金獲得の大きな柱になっている。 

 

≪大分大学認定研究チーム「BURST」の支援≫【18-2】 

平成 30 年度は、２件の大分大学認定研究チーム（BURST：Bundai 

Researcher Team）を認定し、そのうち「おおいた竹取物語オープンイノベ

ーションセンター」は、構成メンバー所属の大分大学理工学部が、一般財

団法人宇宙システム開発利用推進機構との学術・研究・人材育成に関する

連携協定の締結を行った。 

 また、同 BURST では、その活動の内、竹からセルロースナノファイバー

を作る大学発ベンチャーの起業を目指すプロジェクトが、国立研究開発法

人科学技術振興機構（JST）の研究成果展開事業大学発新産業創出プログラ

ム（START）（最長３年、年３千９百万円の支援）に採択された。 

 

 

 

≪教育委員会と大分大学教育学部等との連携協力推進体制の強化≫【20-3】 

① 平成 30 年２月に締結した大分県教育委員会との連携協定に関する覚書

に基づき新設した「県教育委員会と大分大学教育学部等との連携協力推進

協議会」を２回開催し、本学教職大学院改革や地域の教育課題解決に向け

ての協議を行った。 

なお、協議会には、３つの専門部会、専門部会の下に５つの作業部会が

設けられ、実務者レベルの話し合いを経て提案がなされており、形だけの

協議会ではなく、建設的な協議の場となっている。 

② 大分市教育委員会との「大分市現職教員教育等連携推進協議会」とその

専門部会については、専門部会の下に組織した「授業力自己評価表作業部

会」を２回、「専門部会」を２回、「協議会」１回を開催し、「現職教員の資

質向上に向けた連携」や「教員養成段階における連携」等について共同で

調査・研究と協議を進めた。専門部会では、教育委員会と学部（教育実践
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総合センター）の連携により実施した「（新）授業力自己評価表」を検証し

て、その内容・文言等及び今後の活用方法等を協議し、協議会において平

成 31 年度に再び両者の連携に基づき、内容の改定と活用方法の工夫を行っ

た授業力自己評価表を実施し、検証することを決定した。 

また協議会では、大学との連携による市教育センターの調査・研究の一

層の強化などについて話し合われた。 

 

≪ダイバーシティ推進の取組≫【22-2】 

ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ(牽引型)は九州内の大学で

初の採択であり、女性研究者の研究環境のダイバーシティを推進している。 

事業期間は６年間、補助金は平成 31年度までの３年間であり、年間予算

は約５千万円（共同実施機関予算を含む）である。産学連携型ダイバーシ

ティの推進に伴い、共同実施機関と連携した女性研究者をリーダーとした

産学連携の共同研究を実施し、URA と連携した女性研究者の研究力向上、

上位職への登用などに取り組むことにより、優秀な人材の確保に繋げ、将

来を見据えた大学の研究力の向上を図っている。 

平成 30 年度は、女性研究者をリーダーとした産学連携の共同研究（10

件）を実施した。また、女性研究者の研究力向上を目的とした事業として、

「英語論文セミナー（17名参加）」、「英語プレゼンテーションセミナー（12

名参加）」を開催し、共同実施機関と連携した「ダイバーシティセミナー（76

名参加）」、「研究倫理教育セミナー（19 名参加）」を開催し、10 月 29 日に

は文部科学省国立教育政策研究所

長 常盤豊氏を演者に迎え、「第 2

回ダイバーシティ研究環境実現イ

ニシアティブ（牽引型） シンポジ

ウム（173名参加）」を開催した。 

さらに、女性研究者を対象に英語

論文校正費用と論文投稿費の補助

を行う「英語論文投稿支援」により

３名を支援した。 

その他にも、以下のとおり「学会派遣支援事業」や「メンター制度」に

取り組んでいる。 

（学会派遣支援事業） 

学会派遣支援事業は春季及び秋季の年２回募集しており、男女共同参画

推進室及び若手研究者育成等支援室の推進員の審査により、決定する。支

援内容は、国際学会（上限 30 万円）、国内学会（上限５万円）。女性研究者

のスキルアップ及び女性大学院生のキャリア形成を支援し、研究へのモチ

ベーションの向上や研究の活性化を促進すると共に、女性研究者に対する

地域社会での社会的評価を向上させる。 

平成 30年度は、国際学会へ７名（うち大学院生２名）、国内学会へ 11名

（うち大学院生８名）を派遣した。学会派遣支援に採択された研究者のう

ち３名は、高校訪問にも参加し女子中高生の理系進路選択支援にも貢献し

ている。また、翌年度の大学開放事業において学会発表内容を展示発表し

てもらい、地域の方々や高校生等にわかりやすく説明してもらう予定とし

ている。 

（メンター制度） 

各学部からメンターとなる教員の推薦を受け、学内周知を図っている。 

 科研費等外部資金の申請にあたり、所属学部等に経験を積んだメンター

を配置することで気軽に利用できる体制を整備し、女性研究者の科研費等

の採択率を向上させることにより、大学全体の研究力及び競争力の向上を

図っている。 

平成 30 年度の科研費の新規採択率は、男性教員 22.0％に対して女性教

員 22.2％であり、これは「メンター制度」の効果があったと考えられる。 
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≪「おおいた共創士」認証制度を構築≫【25-１】 

県内就職率向上の取組として、COC＋事業として連携大学が協働して県内

企業・自治体と学生のマッチングを促進するために４つの事業を行った。 

また、実施した事業の中の、「シゴト発見フェスタ」で実施したアンケー

ト調査では、97％の学生から「職業選択に役立つ知識・理解が大変深まっ

た／やや深まった」と回答があ

った。また、「②インターンシッ

プフェア」では、88％の学生か

ら「県内企業への興味が高まっ

た」と回答があった。 

「おおいた共創士」認証制度

については、制度に関する規程

等を制定の上、本規程等に基づ

き、平成 31年 2月 28 日に「お

おいた共創士認証委員会」を開

催し、５名を「おおいた共創士」

として認証することを決定した。 

なお、他の連携大学において

も令和元年度「おおいた共創士」

を輩出ができるよう、環境整備

を進めている。 

 

≪減災・復興デザイン教育研究センター（CERD）の活動≫【26】 

大分県における防災・減災の実現を目指して、平成 30 年１月１日に学内

共同教育研究施設として設置された「大分大学減災・復興デザイン教育研

究センター」において、九州大学をはじめ、国や大分県、市町村、国内外

の企業との連携を図りながら、安全・安心社会構築へ資する活動を実施し

た。 

本センターにおいては、①安全・安心社会構築に寄与する人材・技術者

の養成、②地域防災力向上のための防災教育と活動の支援、③学内外との

連携による災害支援・災害調査、④災害後の復旧・復興支援を支える平時

からの地域活性化と復興デザインの取組等、多様な取組を実施している。 

特に平成 30 年 4 月 11 日に中津市耶馬渓町で発生した山地崩壊の災害対

応に関しては、中津市からの災害派遣要請に応じ、現地対策本部の助言役

として救出活動に参加した。減災センターでは発生から 12 日間で延べ 32

名（合計 330 時間余）を現地に派遣し、二次災害の防止、行方不明者の発

見に寄与した。 

  

その主な活動は以下のとおりである。 

安全・安心社会構築に寄与する人材・技術者の養成 

・災害ボランティア講座の開催（５/29 12/19 計学生 32名受講） 

・大分市消防局と連携した応急手当普及員学内講習会（３日間）（２/19-21 17

名受講修了） 

・人材育成講座の講師派遣（６/６大分県災害復旧実務研修、10/９「協育」ネ

ットワーク支援者研修会、10/18・11/１ 放課後児童支援員認定資格研修会、

10/19 国土交通省土木技術者研修、11/10、24 防災士養成研修、３/４大分市

防災講演会） 

・減災センター共同研究２件、受託研究２件 

地域防災力向上のための防災教育と活動の支援 

・防災コーディネーターによる地域防災訓練指導（14回開催、受講者 1,806名） 

・防災コーディネーターによる学校防災訓練指導（21回開催、受講者 6,659名） 

・防災講座の開催（５団体：受講者 98名） 

・防災イベントへの出展（８/２お天気フェア 2018 120名、９/９第３回臼杵市

安心安全フェスタ 50 名、10/13 豊府

小学校防災キャンプ 100名、10/20臼

杵小学校防災スタンプラリー150名、

11/３下郡小学校の防災イベント 100

名、11/15・16日岡小学校防災ワーク

ショップ 60 名、11/18 親子と土木の

ふれあい見学会 80名、12/１大分市立

稙田南中学校ふれあい PTA100 名、３

/10福島復興支援イベント「しんけん、

ふくしまからはじめよう」20名） 

・防災シンポジウム（日田市）の開催（８/17 学生フィールドツアー：高校生
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30名（教諭４名含む）・大学生８名、８/18防災シンポジウム：来場 350名） 

・防災教育・防災ワークショップの実施（11/２、15、16、 22、 12/１幼稚園・

小学校、12/19、１/18、25、２/１、３臼杵市・日田市） 

・子ども向け防災講座（７/21横尾中筋防災会の防災クイズや紙ぶるる 30名） 

学内外との連携による災害支援・災害調査 

・４/11中津市耶馬渓町金吉地区山地崩壊による災害派遣（中津市からの要請） 

（発生から 12日間で減災センターより延べ 32名（合計 330時間余）を現地に

派遣） 

・９/30台風第 24号による中判田地区国道 10号及び JR豊肥線陥没調査（国交

省からの要請） 

・GIS による災害調査・分析結果・ドローンデータの公開システム「空間情報

ポータル」の公開 

・大規模地震時医療活動訓練（医学部附属病院災害対策室）への協力（８/４） 

災害後の復旧・復興支援を支える平時からの地域活性化と復興デザインの取組 

・日田市小野地区における復興・復旧支援活動（６/16、11/10、２/16 ワーク

ショップ、防災かわら版の発行） 

・火山防災に関するフィールドツアー及びセミナーの開催（５/17-18長崎県島

原市、11/26別府市、１/28別府市セミナー開催 80名参加） 

・河川防災・減災セミナーの開催（減災センター・国土交通省・気象台・大分

県・大分市・由布市、２/15 600名参加） 

その他，地域の防災力向上に寄与しうる取組 

・大分県における防災対策 知事ご講演５/12 

・減災センター活動に関する広報（ホームページ、パンフレット、News Letter

（年２回）の発行） 

・主体間連携の強化（協定等の締結６件） 

国土交通省九州地方整備局大分河川国

道事務所（４/５）、佐伯市（４/16）、OBS

大分放送（８/７）、九州大学大学院工学

研究院附属アジア防災研究センター

（11/１）、大分地方気象台（11/12）、大

分県との災害対策に係る連携に関する

協定書（２/４） 

・行政視察（２件）５/28土佐清水市、８/28和歌山市 

・大分市議会  

  

 

 

≪ASEAN 地域及びアフリカや中南米地域からの研究者受入れ及び研究交流の

推進≫【30、31】 

平成 30年 4 月に、これまで培ってきた研究力・医療技術をさらに広く海

外に展開していくために国際教育研究推進機構を設置した。この枠組みの

中で、JICA（独立行政法人国際協力機構）及び AMED（国立研究開発法人日

本医療研究開発機構）資金による SATREPS（地球規模課題対応国際科学技

術協力プログラム）事業や研究拠点形成事業Ｂ(アフリカ諸国におけるピロ

リ菌を中心とした消化器感染症センターの形成)などの競争的資金を獲得

し、研究者の受け入れや研究の交流等を積極的に実施している。 
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≪アジア内視鏡人材育成大学コンソーシアム等による医療技術教育≫【32】 

北野学長が理事長を務める、MESDA(Mekong Endo-Surgery Development 

Association）のセミナーを、4 回実施し、カンボジア、ミャンマー、ラオ

ス、タイ、ベトナムの若手医師を指導した。MESDA セミナーの実施にあた

り、大分大学が中心となって立ち上げた、「アジア内視鏡人材育成支援大学

コンソーシアム」、「アジア内視鏡人材育成支援病院コンソーシアム」の枠

組みで、多くの大学・病院からアジア各国へ 70名を超える医師派遣を実現

した。さらに、この取組を組織化し、「日本が世界に誇る内視鏡技術などの

高度な医療技術をアジア地域に普及させるためかかる人材の育成を支援し、

医学に関する教育及び学術研究の発展に寄与する」ことを目的として、本

学北野学長が中心となり、一般社団法人アジア医療教育研修支援機構

（AMETS）を設立した。 

 

 

 

２．産学官連携の取組状況について 

 

平成 30年度より企業と大学との産学連携を促進するため、企業側の意向

や背景から、企業と大学双方に意義のある産学連携の進め方を協議し、包

括提携としてとりまとめて、企業との共同研究を推進する「包括共同研究」

制度を設立した。その結果、１件の共同研究（地元企業と AI活用をテーマ

とした包括共同研究提携による初の共同研究「病態変化を捉える光センシ

ング技術とそのデータ解析手法の開発」）に繋がったとともに、一つの企業

から複数の共同研究が検討（進行中）されるなど、新たな共同研究の創出

に繋がった。 

 

 

３．大学入学者選抜の実施体制の強化に関する取組について 

 

本学の試験問題作題体制としては、もともと実施学部の問題チェックの

みならず、英語、理科（物理・化学・生物）は、学部間で相互チェックを

行うこととしているが、さらに、複数の国立大学の出題ミスなどを踏まえ、

本学が実施するすべての試験問題について、アドミッションセンター長を

はじめとするアドミッションセンター教員によりチェックする体制を構

築した。 
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４.附属病院・附属学校の取組状況    

 

（１）附属病院に関する取組 

①質の高い医療人育成や臨床研究の推進等、教育・研究機能の向上のため

に必要な取組。（教育・研究面） 

 

≪医療人材の育成支援≫【40】 

学部学生 5 年生全員と科目選択した 6 年生及び研修医を対象に内視鏡外

科手術等の実践的シミュレーション教育をスキルスラボセンター及びサー

ジカル・ラボ SOLINE にて行った。 

なお、施設の利用状況は、スキルスラボセンターが 400 件で 3,147 人、

サージカル・ラボ SOLINE が 80 件で 620名の利用があった。 

サージカル・ラボ SOLINE での利用のうち、生体モデルを用いた内視鏡外

科手術の技術トレーニングについては、消化器・小児外科学、呼吸器・乳

腺外科学、腎泌尿器外科学及び循環器内科学において 21 回で 111人に実施

した。 

医療デバイスの開発については、平成 29年度より継続する共同研究 4 件

の続行、新規共同研究 2件を開始した。 

・長期使用補助循環用血液ポンプの開発：慢性動物実験における長期耐

久性試験における評価を行った。 

・生体材料を用いた心、血管治療法の開発：シート状及び管腔構造の生

体材料の作成、大動物を用いた 2 種類の心臓手術に応用する実験を行

った。 

・アラーム伝達システム：病棟での試用に行っている。 

・酸素飽和度測定器：試作品完成に至っている。 

・その他 2件：基礎研究段階である。 

 

 

 

消化器外科では次のとおり取り組んでいる。 

アジア内視鏡人材育成機構（MESDA)の推進のため、本学が幹事校

を務める大学間コンソーシアムを通じて、年４回、本学より 8 名の

手術指導医を派遣し、メコン地域の外科医の内視鏡外科手術の技術

習得支援を実施した。 

経産省や科研費補助金などを通じて、15 名の海外からの外科医を

本学に受け入れ、内視鏡外科手術の技術習得を支援した。 

ロシアに、本学より年 3回、11 名の内視鏡外科指導医および 12名

の消化器内視鏡指導医を派遣し、安全な内視鏡外科手術や内視鏡治

療の技術習得を支援した。 

また、大分大学とモスクワおよびソウル大学をつなぐテレカンファ

レンスを年 2 回開催した。引き続き令和元年度も、国際的な医療技術

習得支援を継続して実施する。 

 

消化器内科では次のとおり取り組んでいる。 

 アジア太平洋消化器内視鏡学会（APSDE）からの依頼・支援のもと、

年２回（ミャンマー・インドネシアへ）計４名の医師を技術指導の

ため現地に派遣した。トレーニングセミナーでは、ハンズオン形式

で消化器病に関する内視鏡診断・治療技術の指導を行った。また、

３カ月間にわたってベトナム人医師１名の受入研修を実施した。厚

生労働省より臨床修練許可を取得し、本学の内視鏡指導医のもと実

際に内視鏡を施行しながら日本水準の消化器内視鏡医療を学ぶ支援

を行った。 
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 ロシアへ年２回計６名の医師を技術指導のため現地へ派遣し、テ

レカンファレンスによる技術指導に６名の医師が参加した。ロシア

における消化器内視鏡の診断・治療技術の向上と消化器疾患に対す

る処置向上を目的として指導を行った。 

 

≪医師主導治験に関する臨床研究≫【42】 

・医師主導治験において、PMDA（独立行政法人医薬品医療機器総合機構）

の薬事戦略相談を経て、平成 30 年８月開催の当院治験審査委員会で審

議し、８月 31 日に治験届を提出した実施中の治験が１件、PMDA の事

前相談準備中の機能性試験が１件あり、医師主導治験等の開発支援体

制構築は整備されたと考える。  

・グローバル外資企業と本学医学部附属先端分子イメージングセンタ

ーの共同研究として、GMP基準（医薬品等の製造管理の基準）で製造

した新規リガンドを用いて早期臨床開発（治験）を実施した結果、九

州、関西、関東の 13の医療機関（国立大学病院を含む）と業務委託

契約を締結し、当院において８名の被験者に PET 撮像を実施した。 

 

≪認知症疾患等に関する臨床研究≫【43】 

対象疾患に捕らわれず、先進医療登録症例総数の増加が必要となり、

登録期間が終了する 12月末までに、平成 30年度はアルツハイマー病患

者 18 例と前頭側頭葉変性症２例、平成 29 年度までを含めた総数で 23

例を達成し、予定登録総数 20 例を超えての成果となった(達成率 115%)。 

健常者と軽度認知障害症例、健常者から軽度認知障害へとコンバート

した症例、逆に軽度認知障害から健常者へとリバートした症例の前向き

観察を継続している。 

健常者と軽度認知障害症例、健常者から軽度認知障害へとコンバート

した症例、逆に軽度認知障害から健常者へとリバートした症例でデータ

収集を継続している。 

２年目の検査はほぼ完了し、３年目の検査を進めており、縦断的解析

に向けたデータ取得・解析を遂行中である。 

認知症発症リスク発掘（危険因子と防御因子の同定）を目的とした横

断的解析結果、MCI（軽度認知障害）の危険因子と防御因子を発掘し、

その成果発表英語論文を投稿中である。縦断的解析による MCI 発症リス

クを発掘し成果論文も準備中である。 

 

②大学病院として質の高い医療の提供のために行った取組（診療面） 

 

≪病院再整備事業≫【35】 

高度急性期医療機能の強化、患者診療環境の改善、教育病院としての

機能充実のため、引き続き、平成 30年度も病院再整備事業を行った。 

手術室（４室）増に対応するため、「手術支援システム」として、外

科手術における基盤的設備である電気メス設備等の手術用機器の増設

及び白内障手術装置の増設と更新をすることとし、平成 31 年２月 25 日

に納品が完了した。 

3.0テスラ磁気共鳴断層撮影装置を全身用に更新することとし、平

成 30 年９月 28 日に納品が完了した。 

 

≪医療安全体制≫【37、38】 

医療安全管理部及びクオリティマネジメント室が連携した WG を設置

し、 2017・2018 年度におけるロボット支援手術に関連したインシデン

ト報告の検討等、ロボット支援手術に係る周術期合併症の評価を行った。

また、ロボット支援手術に係る合併症情報の収集策について検討した。 

ロボット支援手術に関する周術期合併症等を防止し、手術を安全に実

施するためのチェックリストを策定し、医療安全管理部運営会議及びメ

ディカル・リスクマネジメント委員会へ附議し了承された。 

また、医療安全管理部及びクオリティマネジメント室が連携した WG

を設置し、チェックリストの内容充実を図るとともに、今後、実施が

見込まれるその他ロボット支援手術に対するチェックリストの必要性
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について検討を開始した。 

 

③継続的・安定的な病院運営のために行った取組（運営面） 

 

≪診療報酬請求額の増額≫【44-5】 

平成 30 年４月の病院経営企画・評価部門会議及び病院運営委員会に

おいて、平成 29 年度の目標値達成状況の報告を行った。目標値に関し

ては、各診療科の平均在院日数と病床稼働率の目標値達成に必要な新入

院患者数を新たな設定項目とし加え、提案、意見調整を行い、平成 30

年５月の病院経営企画・評価部門会議及び病院運営委員会にて了承の後、

院内へ周知した。 

「附属病院稼働状況報告」として、目標値に対する達成状況を院内へ

月例報告している。 

診療報酬請求額は、病床稼働率の上昇、平均在院日数の短縮等によ

り、平成 29 年度に比べ８億７千万円の増額となった。 

 

 

（２）附属学校に関する取組 

 

①教育課題への対応 

 

・附属小学校では、実習を大きく改革した３年間の取組について、学部

生や附属の担当教員、卒業生を含めたアンケートや聞き取り調査を実

施し、結果を数値化して検証し、分析整理した。 

・附属小学校では、学部教員による「新大分スタンダード」の視点を取

り入れた実習生用授業観察シートを作成し、その結果を数値化し、評

価の高い項目と低い項目にはどのような傾向があるのかも分析した。

また、「新大分スタンダード」に基づく授業改善に取り組み、児童の自

己他者肯定感や全国学力学習状況調査の結果に効果が見られることを

検証した結果、特に、学力については、改革に取り組んだ平成 28 年か

ら上昇を続け、平成 30年度は、全国の国立大学附属校の正答率の平均

に比べて、国語で 6.9 点、算数で 4 点高い平均点になっている。 

・附属小学校では、県のグローバル人材育成推進委員で東京オリンピッ

ク・パラリンピック組織委員をアドバイザーに迎え定期的に外国語教

育の推進を図っている。 

・附属小学校の授業実践４本と取組の様子を紹介した著書「これで、小

学校外国語の『学び合い』は成功する！」が平成 30 年 11 月に学事出

版から発行された。 

・附属中学校では、実習指導についてのアンケートを実施し、実習記録

用紙フォーマットの改良、実際に板書した写真を添付させた授業計画

指導や帯時間による一斉実習生指導タイムの徹底を進め、効果のある

教育実習の改良に平成 29年度から取り組んでいる。 

・附属中学校では、教育学部特任教授をアドバイザーに迎えるとともに

大分県教育委員会義務教育指導主事の指導を受け、平成 30 年７月４日

及び 10 月 11 日、平成 31 年２月 21 日に「小中連携外国語委員会」を

開催し、小中の連結を円滑に進めるために作成した Can Do リストとチ

ャレンジリストのブラッシュアップに努め、互見授業や協議を通して

授業改善を図った。 

・「平成 30 年度第１回四校園協働研究推進委員会」において、附属小・

中学校における英語力の育成とともに、「グローバル人材育成」等の大

分県重点方針及び分野別重点項目を附属四校園の共通課題として取り

組むことを確認した。そして、「第２回四校園協働研究推進委員会」に

おいて、平成 30年度の各校園の取組及び研究成果を総括した。 

 

②大学・学部との連携 

 

・附属小学校では、学部の１年生に対して行う教職入門ゼミにおいて、

２年後の教育実習を見据え、記録のとり方や授業の見方などを指導し、
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対象の学生の声をもとに取組の検証も行った。 

・附属小学校では、学部の指導を受けながら中学校とも連携し、外国語

教育の推進も図っている。さらに、平成 30年度も文部科学省が作成し

た新教材を使った授業を県内外の教育関係者に公開し、国の調査官や

県の指導主事の指導を受けた。 

 

③地域との連携 

 

・附属小学校では、外国語授業づくりセミナーを県下の先生方に呼びか

け、県下の先生方とともに実際に２学期に使える授業検討会を実施し

た。 

・附属小学校では、平成 29年度より大分県教育委員会の教育庁チャンネ

ルに本校の授業の動画（６本）がアップされており、３万回を超える

視聴回数を記録している。平成 30年度中に DVDとして、大分県教育委

員会が平成 31年度に県内すべての公立校に配布する予定である。 

・附属小学校では、平成 29 年度及び平成 30 年度に行った外国語セミナ

ーの追跡調査を行った結果、実践に活かした割合が平成 29年度の 64％

から平成 30 年度は 74％に増加していることを確認した。 

 

④役割・機能の見直し 

 

・附属小学校では、新しい評価規準・評価基準に基づいた評価を行い、

評点の分布等を検証するとともに、今後の学部との更なる連携をふま

え、結果を分析した。 

・附属中学校においても、新しい評価規準・評価基準及び成績表を完成

させた。 
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５．業務運営・財務内容等の状況 

（１）業務運営の改善および効率化に関する目標（P.17） 

≪学長戦略経費の確保による戦略的事業への重点支援≫【52】 

≪社会イノベーション学科の地元企業等と連携した取組≫【62】 

ガバナンスの強化に関する取組について【48】 

特記事項等欄の記載について 

 

（２）財務内容の改善に関する目標（P.19） 

≪外部資金の採択を増やす取組≫【67-1】 

≪経費削減等の取組≫【68】 

財務基盤の強化に関する取組について 

特記事項等欄の記載について 

 

（３）自己点検・評価および情報提供に関する目標（P.21） 

≪新たな教員評価の実施≫ 

≪ステークホルダー・ミーティングの意見等を反映≫【70-1】 

≪学生広報サポーターの委嘱≫【71】 

≪複数メディアを活用した情報発信≫【71】 

 

（４）その他の業務運営に関する目標（P.23） 

≪危機管理に関する取組≫ 

法令遵守（コンプライアンス）に関する取組について 

施設マネジメントに関する取組について 

平成 29年度に係る業務の実績に関する評価結果において、課題がある

と指摘を受けた事項への対応状況 

特記事項等欄の記載について 
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１．特記事項 

 

≪学長戦略経費の確保による戦略的事業への重点支援≫【52】 

学長のリーダーシップの下、学長戦略経費を 3.1 億円確保し、その中に教

育研究組織の再編成等、本学の機能強化に向けた取組を確実に実行するため

「機能強化推進枠」（198 百万円）、及び学部等の教育改革に資する事業を推

進するための「教育改革推進枠」（33百万円）、学長が直接実施を指示する事

業等（79 百万円）を設定した。 

この枠を活用し、国際教育研究推進機構の設置に係る経費やアドミッショ

ンセンター設置に係る経費など、本学の機能強化に資する取組に対して、戦

略的・重点的な予算配分を行った。 

また、平成 30年 12月 10日、18日、19 日の 3 日間で「2020年度（令和 2

年度）概算要求等に向けた学内シーズの発掘に関するヒアリング」を実施し、

その中で、学長戦略経費をはじめとする学内予算についても、平成 29 年度

同様にヒアリング及び評価を行ったが、評価については３段階から５段階に

変更して実施した結果、厳密な評価を実施することができ、さらに、その評

価結果を平成 31 年度学長戦略経費の配分に反映させ、入試問題作成体制を

維持することを考慮し、アドミッションセンターの運営に係る経費を確保す

るなど、メリハリある予算の配分を行うことができたことから年度計画を上

回ったと判断した。 

 

≪社会イノベーション学科の地元企業等と連携した取組≫【62】 

平成 29 年度に経済学部に設置した社会イノベーション学科を設置計画に

沿って運営し、設置計画履行状況等調査への対応を行った。 

課題解決型授業である

「ソーシャルイノベーショ

ン創出実践ワークショッ

プ」の現場実習として、平

成 30 年 10 月 20 日と 10 月

27 日に、大分市観光課と連

携して大分市上野地区の観

光コースの周遊を、大分市

観光課が制作した観光アプ

リを使いながら実施した。 

また、平成 30 年 11 月１

日に大分県産業科学技術セ

ンターにて講演の受講、お

よび施設見学を行った。 

次に、10月 28日に、課題

解決型授業である「サービ

ス現場でのフィールドワー

ク」として、大分フットボールクラブ、富士甚醤油株式会社、大分県と協力

して、大銀ドームにおいて食品開発に関するアンケート調査を行った。さら

に、大分みらい信金と共同で設置した「地域イノベーション研究会」を、平

成 30 年度は９回行った。最終的に、平成 31 年２月 18 日に「社会イノベーシ

ョンフォーラム」を開催し、学生および地域イノベーション研究会による成

果報告、パネルディスカッションを実施した。 

（１）業務運営の改善及び効率化に関する特記事項 
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当初はサービス現場でのフィールドワークのみを行う計画であったが、ア

ンケート調査や９回の研究会、フォーラムの開催を行ったことから年度計画

を上回ったと判断した。 

 

 

ガバナンスの強化に関する取組について【48】 

平成 29年 10月付けで現学長補佐体制になって①１年が経過すること、②

令和元年９月末で理事、副学長、学長補佐及び学長特別補佐の役職の多くが

任期満了を迎えること、③大学の経営に参画できる人材を組織的に育成する

必要があること、さらに④「経済財政運営と改革の基本方針 2018（平成 30

年６月 15 日閣議決定）において大学に学外理事を複数名置くことが高等教

育の無償化の支援措置対象となる大学の要件になるよう国立大学法人法の

改正が進められていることを踏まえ、平成 30 年 11 月及び 12 月に、学長と

理事による「学長補佐体制の検証に関する意見交換会」を開催した。 

２回の意見交換会において、主として以下の点を検証又は確認し、④の動

向も踏まえ、次年度以降に、新学長補佐体制の構築に向けて見直すこととし

た。 

・学長及び理事を支える立場である副学長、学長補佐及び学長特別補佐の

在り方 

・寄附金獲得に力点を置いた地域と強いパイプの役割を果たすことができ

る社会連携担当のポストの配置 

・情報分野のガバナンス強化を図るための体制の構築 

・学長の補佐体制をバックアップする人材、次の副学長及び理事候補者に

より将来の大学の戦略を検討するため戦略会議を機能させること 

・学長補佐体制に加わる教員の出身学部のバランス 

 

 

特記事項等欄の記載について（中期計画で設定した数値・指標等の進捗状況） 

 

 中期計画設定値 平成 30年度現状値 

【53】 承継職員 534人の 10％（54 人）

を年俸制適用教員とする 

 

 

 

 

退職金に係る運営費交付金の積

算対象となる若手教員比率

18.2.％を目指す 

新年俸制について検討して

おり、導入後は新年俸制を適

用する教員を増加させる予

定としている。 

（現年俸制適用教員 29人） 

 

若手教員比率 15.5％ 

【55】 女性研究者在籍割合 

 19％（平成 30年度） 

女性研究者在籍割合 

21.2％ 達成済 

【56】 女性比率 

役員 12.5％以上 

管理職 14.6％ 

(管理職手当支給細則における

Ⅳ種以上の適用者のうち評議

員を除く者) 

女性比率 

役員 12.5％ 

管理職 20.0％ 

【60】 小学校教育コースの入学定員を

減ずる方向で見直し 

入学定員 135名 

地域のニーズ等に対応する

ため、小学校のみではなく中

学校の免許も取得させる「初

等中等教育コース」に名称及

びカリキュラムを変更し、定

員は 135名を維持することと

した。 
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１．特記事項 

 

≪外部資金の採択を増やす取組≫【67-1、67-2】 

  外部資金の採択件数を増やすために、科研費、外部研究資金等申請書のブ

ラッシュアップ等の支援や外部資金採択につながる説明会等を行った。 

  また、科研費対象者をステージ分けし、各ステージに合わせた支援メニュ

ー（科研費公募に係る科研費ステップアップ支援制度、科研費公募の審査結

果の開示及び URAによる審査結果を用いたサポート希望者募集、科研費プレ

説明会、科学研究費助成事業の申請支援等）を開発し実施した。 

  平成 30 年度は、基盤研究（Ｂ）の申請数が平成 29 年度に比べて９件増の

32 件となっている。 

科研費の採択件数・金額（新規＋継続）は、平成 30年度 283 件・358,790

千円（平成 27 年度 243 件・280,800 千円）、共同研究の件数・金額は、平成

30 年度 152 件・258,595 千円（平成 27 年度 108 件・108,120 千円）、受託研

究の件数・金額は、平成 30年度 127 件・425,116 千円（平成 27 年度 110 件・

176,122 千円）と増加している。 

特に、医学部臨床薬理学では、大学発ベンチャーを含む複数の企業と共同

研究契約を締結し、様々な臨床プログラムを共同で進めている。具体的には、

セレンファーマ株式会社及び佐藤製薬株式会社との共同研究により、薬物間

相互作用を検出するためのプローブ薬の開発（共同研究契約 2408 万円：平成

29-30 年度）や、武田薬品工業との共同研究により、非アルコール性脂肪性

肝炎（NASH）に対する探索的臨床試験の準備を開始し（共同研究契約 1485

万円：平成 30 年度）、その研究成果をもとに、本学の上村教授がチーフメデ

ィカルアドバイザーとして参画する ARTHam Therapeutics 社が大分大学発ベ

ンチャーとして立ち上がり、医師主導治験としての第１相試験が進行中であ

る（共同研究契約１億 6700 万円:平成 30-31年度）。 

外部資金の増加や研究成果が大学発ベンチャーの設立に繋がったことか

ら、年度計画を上回ったと判断した。 

 

≪経費削減等の取組≫【68】 

＜経費削減＞ 

・九州地区の共同調達により契約することにより、旦野原キャンパスの電力契

約(H30.8 月～)については 1,670 万円（△26％）、コピー用紙については 238

万円（△19％）の経費削減を行った。 

・旦野原キャンパスの地下水供給契約について、前契約先が設置した既存施設

を再利用し（契約終了時原状回復）複数年（10 年）の随意契約を行うこと

により、１立米あたり△29.16 円（145.8 円→116.64 円）の契約を行い 126

万円（△16％）の経費削減を行った。 

・コピー費削減について、更新機器の契約方法見直しを行うとともに、ポスタ

ーを作成しコピー機近辺に掲示すること及び学内イントラに掲載すること

によりコピー経費削減について啓発活動を行い 787 万円（△15％）の経費削

減を行った。 

・光電話回線を導入し王子キャンパスについては、66万円（△37％）、旦野原

キャンパス(H30.８月～)については 83 万円（△38％）の経費削減を行った。 

＜省エネ＞ 

・水道光熱費については学内ホームページにおいて、部局毎の使用量の平成

29 年度比較が確認できる光熱水費の使用実績を公表し、省エネポスター・

省エネマニュアルの配布、節電等について学内に周知を行った。 

・また、１㎡当たりのエネルギー使用量は、平成 26 年度と平成 30年度を比較

すると 0.089ＧＪ／㎡の減となっている。 

（２）財務内容の改善に関する特記事項 
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以上のように、電力、地下水供給、コピー費、電話料、光熱水費の全てが

年度計画を大きく上回っている。 

 

  

 

財務基盤の強化に関する取組について 

〇企業説明会等の有料化 

 キャリア支援課が実施する企業説明会等の出展料を有料化し、その収益を本

学の学生支援及びキャリア開発の充実に資する。 

〇BUNDAI キャンパスライフ支援プロジェクトの実施 

 学生が部活動やサークル活動で使用する老朽化した教育研究活動施設や課

外活動施設の改修・整備を実施するなど、学生生活における環境の整備・充

実を図ることを目的として寄附を募り、その謝礼として企業史等を附属図書

館の専用棚に配架する取組を実施している。 

〇古本募金の実施 

 教職員や学生等から、使い終わった本や DVDなどのリサイクル物品の提供を

受け、その物品を事業者に委託して査定換金した後に寄附金として受け入れ

を実施する。 

〇自動販売機契約の公募化（附属病院） 

財団により設置されていた自動販売機について、平成 30 年度に公募化を図っ

たうえで契約を締結した。平成 31年度から、その売上げの一部を寄附金とし

て受入れる予定。 

 

特記事項等欄の記載について（中期計画で設定した数値・指標等の進捗状況） 

 

 中期計画設定値 平成 30年度現状値 

【67】 科研費採択率 

 21.1％(第２期末)×1.1=23.21％ 

共同研究件数 

 108 件(第２期末)×1.1=118.8 件 

受託研究件数 

 110 件(第２期末)×1.1=121 件 

科研費採択率 

 23.5％ 

共同研究件数 

 152 件 

受託研究件数 

 127 件 

【68】 光熱費について 

0.889GJ／㎡(平成 26年度)を上回ら

ない 

 

0.800GJ／㎡ 

（0.089ＧＪ／㎡減） 

【69】 建物の保有面積 1％削減 

2,565 ㎡以上の削減 

（当初保有面積：256,447 ㎡） 

現状の削減面積：60㎡ 

（構内宿舎 2,830 ㎡を

取崩せば目標達成） 
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１．特記事項 

 

≪新たな教員評価の実施≫ 

処遇反映に活用する新たな教員評価制度の構築に向けて、平成 28 年度に

教員評価検討 WG を設置し、部局への意見照会を行いながら検討した結果、

以下の点を基本的な事項として、平成 30 年度から新しい教員評価を実施し、

その結果を活用して令和元年度から教員の処遇に反映させることとした。 

①簡素化する。 

②評価結果を処遇に反映（ポジティブな面での反映）させる。 

③評価の対象となる事項（項目）について、各教員ごとに目標を設定し、 

 その達成度により評価する。 

④評価の対象となる事項（項目）は全学共通的なもの（大項目）と各学部

等の特性（中項目） を反映できるものとする。 

⑤評価の対象となる事項（項目）ごとのウエイトが反映できるものとする。 

⑥各教員ごとのエフォートを反映できるものとする。 

⑦絶対評価とする。 

⑧評価対象期間は 4月から 3 月とし、毎年度実施する。 

⑨評価対象期間の事実に基づき実施する。 

⑩自己（被評価者）評価を実施した上で評価者評価を実施する。 

⑪評価調整者を設置する。 

実施に当たって、平成 30年４月 18日に旦野原、挾間の両キャンパスで説

明会を開催し、５月 31 日には、社会保険労務士に講師を依頼し、両キャン

パス（旦野原、挾間）で評価者向け研修会を開催した。 

 

  

 

≪ステークホルダー・ミーティングの意見等を反映≫【70-1】 

平成 29年度のステークホルダー・ミーティングで、食堂に無線 LAN を付

けてほしいとの要望があったため、平成 31 年３月に４機の無線 LAN を設置

し、学生を中心に利用されている。その他の意見についても、大分県と本学

の減災・復興デザイン教育研究センターによる災害対策に係る連携に関する

協定締結（平成 31年２月４日）（【26】P.9 に記載）や、県内の IT 企業との

共同研究（２．産学連携の取組 P.11に記載）に繋がっている。 

 

≪複数メディアを活用した情報発信≫【71】 

平成 29、30 年度に学生出演による大学紹介動画を作成し公式ホームペー

ジ（https://www.oita-u.ac.jp）上で公開しているが、この動画をコマーシ

ャル用に編集し、大分市内のシネマコンプレックスにて上映前広告（H30.12

～H31.１）を実施した。加えて YouTube を利用したインターネット広告、並

行して大分県内でテレビコマーシャルを発出した（H31.１～H31.２）。複数

メディア媒体を通して本学の情報を発信することにより、広い世代への認知

度の拡大を図るとともに、一般入試出願を控えた受験者層とその保護者・関

係者に向けて情報の周知を図り、本学出願に向けた意識付けを行った。 

 

 

 

 

 

（３）自己点検・評価及び情報提供に関する特記事項 
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≪学生広報サポーターの委嘱≫【71】 

大分大学写真部（旦野原キャンパス）、医学部写真サークル（挾間キャン

パス）を広報サポーターとして採用し、学長より両サークル代表に委嘱状を

授与した。広報サポーターは、本学で発行している広報誌（Bundai.Oita）

の裏表紙（「ここすき」）を担当している。同コーナーは、本学や県内のスポ

ットを学生の目線から切り取り、広報誌のメイン読者層である受験生・在学

生らへの発信を行うものである。 
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１．特記事項 

 

≪危機管理に関する取組≫【75】 

運用を開始した災害時の「安否情報システム」について、全学災害対策

マニュアルに記載した。 

地震発生時の行動基準について教員と教員以外とに分けてフローチャ

ートによりわかりやすく記載し、耐久性・耐水性に優れたストーンペーパ

ーに印刷することで破れにくく、折りたたんで財布や定期入れに入れて常

に携帯できるサイズである「大地震対応ガイド」を作成して全教職員に配

付した。本ガイドは、災害時の活用は当然のことながら、常に携帯して機

会がある度に読み、防災意識を高めることも目的とする。 

また、10月９日の事務系職員専門研修において、「危機管理候補について」

の講演を行い、受講者の危機管理に関する意識の高揚を図った。加えて、事

務系職員以外の職員に対しても危機管理意識に関する意識の高揚を図るた

め、当該研修資料を学内イントラネットに掲載し、全職員が閲覧できる環境

を整えた。 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）その他の業務運営に関する特記事項 
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法令遵守（コンプライアンス）に関する取組について 

１． 平成 29 年度に引き続き、個人情報の適切な管理及び情報セキュリティ

マネジメントの強化に向けた取組として、全教職員を対象に、

e-learning による情報セキュリティ研修及び標的型メール攻撃の訓練

を実施し、教職員の情報セキュリティに対する意識の向上を図ることが

できた。（個別取組：情報セキュリティ教育・訓練及び啓発活動の実施

に基づく取組） 

２． 本学で定めた情報セキュリティポリシーや関連規程の遵守状況を調査

するため、全教職員を対象とした自己点検を実施した。また、本学にお

ける情報セキュリティ関係の状況を網羅的に把握することにより、情報

セキュリティ関係の規則の妥当性を評価するための内部監査を実施し

た。 

更なる情報セキュリティの向上を目指し、自己点検の結果及び監査での

指摘事項に基づき、検討が必要とされる事項について対応を開始した。

（個別取組：情報セキュリティ対策に係る自己点検・監査の実施に基づ

く取組） 

３． 本学キャンパスネットワークセキュリティ強化のための PT からの提言

に基づき、物理的なネットワークセキュリティを強化するため、不正通

信検知装置を備えた次世代ファイアウォールを導入しシステムによる

情報セキュリティの強化を実施した。（個別取組：情報セキュリティ教

育・訓練及び啓発活動の実施に基づく取組） 

 

【情報セキュリティインシデントと再発防止策について】 

１．平成 30 年７月から８月にかけて職員の ID・パスワードが不正使用さ

れ、スパムメール送信の踏み台となったインシデントの再発防止策と

して全教職員のパスワード変更を実施するとともに海外からのメー

ルシステムへのアクセスを許可制とした。 

２．平成 31 年３月に研究室ホームページが改ざんされたインシデントの

再発防止策として、学内に設置しているすべての Webサーバについ

て、学外からのログインを禁止するとともに、最新のソフトウェア

へのアップデートを実施した。 

 

施設マネジメントに関する取組について 

１．施設の有効利用や維持管理 

研究棟の改修では、これまで小部屋で区切られていた部屋をオープンスペ

ース化（共有化）することにより、研修医・医員・教員等が自由に使える

ようにした。また、小部屋の実験室も改修しオープンラボ化を行い共同利

用することで施設の有効利用を図った。 

２．キャンパスマスタープラン等に基づく施設整備 

ユニバーサルデザイン計画に基づきエレベータを増設した。 

３．多様な財源を活用した整備手法 

（１）寄付金 17件 

例）医学部基礎・臨床研究棟の個別実験室をオープンスペースへ改修 

15,600千円 

（２）受託・共同研究収入 ６件 

例）医学部基礎・臨床研究棟の低温室冷凍ユニット交換 800千円 

例）医学部院生研究棟の研究室建具改修 600 千円 

例）産学官連携推進機構の実験室内装改修 400 千円 

（３）授業料等収入 274件 

例）医学部基礎・臨床研究棟の個別実験室をオープンスペースへ改修 

3,500 千円 

例）経済学部大講義室棟の外壁改修 11,600 千円 
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例）保険管理センターの内装改修 4,900 千円 

例）医学部看護学科棟のトイレ改修 6,000 千円 

例）旦野原キャンパス プールのろ過機改修 8,000千円 

（４）病院収入等 227 件 

例）外来棟外来診察室等改修 86,500 千円 

例）中央診療棟手術室等改修 3,400 千円 

 

４．環境保全対策や積極的なエネルギーマネジメント 

改修工事において高効率型の空調機の採用、また照明器具には LED照明を

採用した。 

 

 

「平成 29年度に係る業務の実績に関する評価結果」において、課題がある

と指摘を受けた事項への対応状況 

研究不正防止コンプライアンス室において、平成 30 年度の研究活動

上の不正行為防止等に向けた具体的項目について確認を行い、「大分大学

における研究不正防止計画」を再認識し、取組の周知・徹底を図るとと

もに、以下の説明会等を実施し、公的研究費の不正防止等を図るための

取組を実施した。 

特に科研費（外部資金）適正執行に係る説明会及びコンプライアンス

教育（研修）については、ビデオ撮影し資料とともに学内イントラにア

ップして未受講者も視聴できるように対応した。 

・科研費（外部資金）適正執行に係る説明会（参加者 500名）（7/12旦

野原キャンパス・挾間キャンパス【遠隔配信】）受講率 科研費採択

者の 97.1% 

・科研費公募に関する学部別説明会（参加者 192 名）（9/25 理工学部、

9/26経済学部、教育学部、医学部、9/27福祉健康科学部）【遠隔配信】 

・コンプライアンス教育（研修）（参加者 2,361 名うち会場 358名、DVD 

2,003 名）（9/3 旦野原キャンパス・挾間キャンパス【遠隔配信】）受

講率 66.6％（常勤職員 94.2%、非常勤職員 37％、その他 15.7%） 

・研究倫理教育責任者及びコンプライアンス推進副責任者の配置 

・研究倫理教育受講対象者に「eL CoRE」（e-ラーニング研修）を 3 年に

1 度受講するよう義務付けた。 

・研究費使用ハンドブックを通読するよう周知。 

また、文部科学省の「研究機関における公的研究費の管理・監査のガ

イドライン（実施基準）では、コンプライアンス教育の適切な実施と定

期的な見直し、周知徹底が示されていることから、平成 27 年 9月に作成

した研究費使用ハンドブックの見直しを行い、研究費の使用にあたり当

該研究費で遵守すべきルール等を周知することとしている。 

さらに、平成 30 年 8 月 29 日（水）に開催された第 2 回研究不正防止

コンプライアンス室会議において、新たに実施する研究不正防止に向け

た取組として、公的研究費（特に科研費）への応募条件について審議し、

以下のとおり決定した。 

『公的研究費への応募条件』 

平成 31 年度以降の公的研究費への応募条件として、以下の研修会等

のうち、最低２つの受講または通読を完了していることを要する。 

１. コンプライアンス研修会の受講 （ビデオ受講可） 

２. 平成 30年度以降に「研究倫理 e ラーニングコース：eL Core」の

受講 

３. 応募段階で最新の「研究費使用ハンドブック」の通読 
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